
山梨県現任介護職員等研修支援助成金支給要綱 
 

第１条 趣旨 

   知事は、介護人材の定着（量的確保）とスキルアップ（質的確保）を図るため、

現任の介護職員等の質の向上とキャリアパスを図る介護サービス事業所又は施

設（以下「事業所等」という。）に対して、予算の範囲内で山梨県現任介護職員

等研修支援助成金（以下「助成金」という。）を支給するものとし、その支給に

関しては山梨県補助金等交付規則（昭和３８年６月２０日山梨県規則第２５号）

に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

第２条 支給対象の事業所等 

１ 山梨県又は山梨県内の市町村から、介護保険法の指定または開設許可を受けた

事業所等で、その者が現に雇用する介護職員等(以下「現任介護職員等」という。)

を、事業所等が作成する研修計画に基づき研修等に参加させる場合に、必要な代

替職員を雇用する事業所等 

２ 外部機関等からの依頼に基づき、介護職員等の資質向上のための研修における

講師として、現任介護職員等の派遣等を行う場合に、必要な代替職員を雇用する

事業所等 

 

第３条 支給対象となる要件 

   山梨県現任介護職員等研修支援事業実施要領６、７、８に定める要件を満た

した場合に支給するものとする。 

 

第４条 支給の申請 

助成金を受けようとする事業所等は、当該年度の助成金申請額又は助成金申請

見込額を、第１号様式により毎年度２月末日までに知事へ申請するものとする。 
 

第５条 助成金の支給 

 １ 知事は、助成金の支給又は不支給の決定をしたときは、申請者に通知する。 
２ この助成金の交付は、精算払いとする。 

  
第６条 助成金の交付の条件 

助成金の支給決定を受けた事業所等が支給決定の内容を変更しようとするとき

は、第２号様式による山梨県現任介護職員等研修支援助成金事業変更（中止・廃

止）承認申請書を提出し、知事の承認を受けること。ただし、支給の決定を受け

た助成金の増額を伴わない場合はこの限りではない。 

 

 



第７条 実績報告 

   この助成金の実績報告は、第３号様式による事業実績報告書を事業が完了した  

日から起算して１か月を経過した日、又は助成金の支給を決定した年度の翌年度  

の４月１０日のいずれか早い期日までに、知事に提出するものとする。 

 

第８条 額の確定 

   知事は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて 

現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が助成金の支給決定の内容に

適合すると認めたときは、支給すべき助成金の額を確定し、通知するものとする。 

 

第９条 書類の保管 

助成金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年

度から起算して５年間保管しておかなければならない。 

  

第１０条 その他    
この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関して必要な事項は知事が別 

  に定める。 

 

 附則 

   この要綱は、平成２７年１１月１０日から施行し、平成２７年１０月１日から

適用する。 

  



（第１号様式） 

                                                        第          号 
                          平成  年  月  日 

 

 

 山梨県知事 殿 

 

 

                                                    事業所名 

代表者     印 

 

 

平成  年度山梨県現任介護職員等研修支援助成金支給申請書 

 

 このことについて、次のとおり助成金を支給されるよう、関係書類を添えて申請し

ます。 

 

 １ 現任介護職員等の研修参加(予定)日数（延べ日数）            日 
 
２ 雇用した（予定の）代替職員の日給（基本給のみ）           円 

 
 ３ 助成金申請額 
 【１の日数×２】（注１）×【２の金額】（注２）／２ ＝        円 
 
 
  注１：上限１２０日（代替職員の同一年度内の延べ雇用日数は超えられない） 
  注２：上限６，７００円 
  



（第２号様式） 
         第     号  

平成  年  月  日  
 
 
山梨県知事 殿 

 
 
                                                    事業所名 

代表者     印 

 
平成  年度山梨県現任介護職員等研修支援助成金事業変更（中止・廃止）     

承認申請書 
 

年 月 日付け  第  号で支給決定のあったこのことについて、次の理由に

より事業計画を変更（中止・廃止）したいので、山梨県現任介護職員等研修支援助成

金支給要綱第６条の規定により、申請します。 
 
１ 変更（中止・廃止）の理由 
 
 
 
２ 変更（中止・廃止）の内容 
 
 ① 現任介護職員等の研修参加(予定)日数（延べ日数）            日 
 
② 雇用した（予定の）代替職員の日給（基本給のみ）           円 

 
 ③ 助成金申請額 
 【１の日数×２】（注１）×【２の金額】（注２）／２ ＝        円 
 
  注１：上限１２０日（代替職員の同一年度内の延べ雇用日数は超えられない） 
  注２：上限６，７００円 
 
  



（第３号様式） 

第        号 

平成  年   月   日 

 

 

山梨県知事 殿 

 

 

                                                    事業所名 

代表者     印 

 

 

平成  年度現任介護職員等研修支援助成金の事業実績報告書 

 

このことについて、次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

 １ 現任介護職員等の研修参加日数（延べ日数）            日 
 
 ２ 雇用した代替職員の日給（基本給のみ）              円 
 
 ３ 助成金精算額 
 【１の日数×２】（注１）×【２の金額】（注２）／２ ＝        円 
 

  注１：上限１２０日（代替職員の同一年度内の延べ雇用日数は超えられない） 

  注２：上限６，７００円 

 

 ４ 助成金の支払方法 

   口座振替 振替先銀行名 

        預金種別（当座、普通） 

        口座名 

        口座番号 

 

 ※「現任介護職員等研修支援事業に係る研修・代替職員雇用計画実績報告書」を添

付すること。 

 


